
遺伝子組換え植物のキャンパス内
漏出事故への対応について

平成30年8月31日（金）
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資料－１



前回委員会(平成29年8月29日）以降の取組について①
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平成29年9月26日 調査委員会による最終とりまとめが確定

→同日 生駒市、文部科学省委に報告

※大学ＨＰで公開 http://www.naist.jp/news/2017/09/003994.html



前回委員会(平成29年8月29日）以降の取組について②
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・定期モニタリング
学内 平成２９年４月、８月、１１月、平成３０年１月
学外 平成３０年3月30日～4月11日

新たな遺伝子組換えシロイヌナズナ植物の漏出がないことを確認した。

・上記結果を平成３０年５月２８日、生駒市、文部科学省に報告（別紙参照）

・安全教育を実施
平成30年4月17日（火）

対象：遺伝子実験を行う 学生・教職員（新規・継続含 対象２５０名）
※この安全教育を受講しないと遺伝子実験従事許可を与えない。

引き続き、以下の取り組みを行った。

・「遺伝子組換え植物実験に係る調査」について
平成29年６月、９月、１２月、平成３０年３月に全ての実験場所について、法令・規程・
マニュアルを遵守の上、実験を実施していることを確認した。

・平成29年11月14日 文部科学省ライフサイエンス課による現地査察
すべての実験場所において、問題がないことを確認した。

以上、問題がないことを報告するとともに、今後とも引き続き取り組んでまいります。
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